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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域と、走査線駆動回路が存在する周辺領域とが配置した基板を有する表示装置で
あって、
　前記走査線駆動回路は、クロック信号を供給するクロック配線群と電源を供給する第１
の電源線を有する第１の配線群と、第２の電源線を有する第２の配線群と、各々が５個以
上のトランジスタを有する複数の単位回路によって構成され、
　前記複数の単位回路は、前記周辺領域において、平面で視て、前記第１の配線群と前記
第２の配線群の間に存在し、
　前記第２の配線群は、平面で視て、前記複数の単位回路と前記表示領域との間に存在し
、
　前記第１の電源線は、平面で視て、前記第１の配線群のうちで、前記複数の単位回路に
最も近接し、
　前記第２の電源線は、平面で視て、前記第２の配線群のうちで、前記複数の単位回路に
最も近接し、
　前記クロック配線群は、平面で視て、前記第１の電源線と前記基板の端部との間に存在
し、
　前記複数の単位回路は、お互いに隣り合う第１の単位回路と第２の単位回路を有し、
　前記第１の単位回路と前記第２の単位回路は連結配線によって接続し、
　前記連結配線は、平面で視て、前記第１の電源線と前記第２の電源線との間に存在し、
　前記第１の単位回路と前記第２の単位回路とは、互いに第２の方向において隣接してお
り、前記第１の単位回路と前記第２の単位回路とは前記第２の方向と交差する方向である
第１の方向に、互いにシフトしていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　コモン配線は、前記第２の配線グループと前記表示領域との間に存在し、
　前記第２の配線群は、リセット信号を前記複数の単位回路に供給するリセット線を有し
、
　前記リセット線は、平面で視て、前記第２の電源線と前記コモン配線との間に存在して
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いることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１の電源線と前記第２の電源線との間に存在する前記第１の単位回路の前記第１
の方向における第１の幅は、前記第１の電源線と、前記第２の電源線との間に存在する前
記第２の単位回路の前記第１の方向における第２の幅と実質的に同一であることを特徴と
する請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記複数の単位回路の各々は、前記第１の配線群または前記第２の配線群と接続する接
続配線群を有していることを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記クロック配線群の各々は、前記第１の方向に延在するＸ部分と、前記第１の方向と
は異なる第２の方向に延在するＹ部分を有し、
　前記第１の単位回路と前記クロック配線群のうちの第１のクロック配線とを接続する、
前記接続配線群のうちの第１の接続配線は、前記第１のクロック配線のうち、前記第２の
方向に延在するＹ部分と接続し、
　前記第２の単位回路と前記クロック配線群のうちの第２のクロック配線とを接続する、
前記接続配線群のうちの第２の接続配線は、前記第２のクロック配線のうち、前記第１の
方向に延在するＸ部分と接続していることを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記クロック配線群のうちの第１のクロック配線は、前記第１の方向に延在するＸ部分
を有し、かつ、前記第２の方向に延在するＹ部分を有し、
　前記接続配線のうちの第１の接続配線は、前記第１の方向に延在するＸ部分を有し、か
つ、前記第２の方向に延在するＹ部分を有し、
　前記第１の接続配線のＹ部分は、前記第１のクロック配線のＹ部分と接続し、前記第１
の接続配線のＸ部分は、前記第１の単位回路と接続し、
　前記第１の単位回路のトランジスタは、平面で視て、前記第１の接続配線と、前記連結
配線との間に存在していることを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１の電源線の前記第１の方向の幅は、前記第２の電源線の前記第１の方向に幅よ
りも小さく、
　前記コモン配線の前記第１の方向の幅は、前記第２の電源線の前記第１の方向の幅より
も大きいことを特徴とする請求項６に記載の表示装置。
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